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R4（2022）.7.22

「教育職員児童生徒性暴力防止法」により児童生徒等への性暴力等は懲戒免職の事由となり得る行為であること、教育

職員等による児童生徒等への性暴力等の防止・早期発見・対処に関する措置を行うこと等が規定され、令和４年４月１

日から施行されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←同法に基づく公立学校の
教育職員に対してとられる措置を参考に、成績評価や単位認定を行う立場にある大学教員は学生に対し優位な立場にあ

ることにも留意の上、懲戒処分基準の見直しや懲戒解雇処分も含めた厳正な対処を

各国立大学法人におかれては、セクシャルハラスメントを含む性暴力

等の防止に向けた周知・啓発、相談体制の整備、被害者救済のための

適切な措置に加え、行為者の厳正な処分及び再発防止の徹底に確実に

取り組んでいただきますようお願いいたします。

「学生に対するセクシャルハラスメントを含む性暴力等に対す

る措置について（通知）」（４高国支第１２号）
各国立大学法人学長

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課長

平野誠

大学又は高等専門学校を設置する公立大学法人を設

立する各地方公共団体担当課,高等専門学校を設置す
る各都道府県・指定都市教育委員会担当課,各文部科
学大臣所轄学校法人担当課,大学を設置する各学校設
置会社担当課,独立行政法人国立高等専門学校機構担
当課　御中

（送信者　　文部科学省高等教育局大学振興課、

文部科学省高等教育局専門教育課、

文部科学省高等教育局私学部私学行政課）

R4（2022）.11.22

１（２）懲戒解雇を含む厳正な処分を行うことを、懲戒処分基準に明記、２（１）② 相談窓口のマニュアルの整備や

性暴力等の相談対応に関する研修、③相談体制の充実（外部の民間機関への委託による学外の第三者窓口の設置や、

オンラインを活用した相談対応の実施、専門的な知識を有する職員の配置等、当該相談業務に関する手当の支給を含

め、従事できるよう支援） （２）②調査機関について　「被害者等や行為者の所属部局から独立した、相談窓口とは
異なる機関とすること。また、利害関係を有しない者や医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者を

一定数含め、公正性・中立性が十分に確保される構成とする。」　７．教員の採用時に「賞罰」欄のある履歴書によ

り、過去の学生に対する性暴力等を原因とする懲戒処分歴やその具体的な事由を申告させ、（中略）　適切な採用判断

を行うこと　(2) 性暴力等を原因とする懲戒処分歴を有する採用希望者の採用に当たっては、面接等を通じて、性暴力
等の重大性、当該希望者の改善更生の状況などを踏まえ、当該希望者が性暴力等を再び行わないことの高度の蓋然性が

あるかどうかなどを確認し、各大学等において十分慎重に適切な採用判断を行うことが考えられること。

高等教育段階であっても、教育者として指導する立場にある教員が性

暴力等を行うことは決してあってはなりません。大学等の教員人事は

各大学等の裁量により実施され、教員採用の具体的な方法、基準等は

各大学等で定められるものではありますが、各大学等におかれては、

過去に学生に対する性暴力等を行ったことを原因として懲戒解雇処分

等を受けた者が、その事実を秘匿して再び教員として採用され新たな

被害を生むことが無いよう、教員採用時には出願書類において学生に

対する性暴力等を原因とする懲戒処分歴等がないか十分に確認し、適

切な採用判断を行っていただくなど、採用段階においても性暴力等の

防止に向けた特段の対応がなされるようお願いします。（構成）第１

基本姿勢　１．大学等における性暴力の禁止　２　大学等における性

暴力等の防止等に向けた取組の実施　第２　大学等における性暴力等

の防止等に関する取組(1)相談体制の整備及び学内への周知　２．必要
な体制の整備(1)相談体制の整備及び学内への周知　(2)相談への対応
に関する体制の整備及び学内への周知　3.事実があると思われるとき
の措置　(1)性暴力等に関する調査　(2)被害者等に対する配慮等　4.
性暴力等の行為者に対する措置(1)厳正な措置　(2)事案の公表　5．性
暴力等に関する相談への対応における留意点　（1）プライバシーの
保護　（2）不利益な取り扱いの禁止　６．　再発防止に向けた措置
7.　教員採用段階での取組

チェックリスト
「セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取

組の推進について（通知） 」（４文科高第１２４６号）

各国公立大学法人の長、大学を設

置する各地方公共団体の長、高等

専門学校を設置する各都道府県・

指定都市教育委員会教育長、各文

部科学大臣所轄学校法人理事長、

大学を設置する各学校設置会社の

代表取締役、独立行政法人国立高

等専門学校機構理事長

文部科学省高等教育局長　池田 貴城

R5（2023）.9.29

第１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳正な対処に関する学内規則の整備　１.「一般的に「セクシュアルハラスメン
ト」には、性的な内容の発言から、意に反する性的な関係の強要等のいわゆる「性暴力等」に当たる行為までを幅広く

含むため、「セクシュアルハラスメント」という言葉だけでは、その言葉が意味する行為の重大性が正しく伝わらない

可能性がある。「児童生徒性暴力等」として定められる行為と同等の行為が該当するものであるが、特に令和５年６月

の刑法等の一部改正を考慮すると、社会的関係上の優越的な地位にある教職員から学生に対する「セクシュアルハラス

メント」には、刑法上の犯罪行為に該当し得る行為が含まれることから２、こうした重大な行為は

「性暴力等」として、特に厳正に対処することが必要である。（中略）学内規則において「セクシュアルハラスメン

ト」と「性暴力等」を区別して定義し、その行為者への厳正な対処の方針や懲戒処分基準を明記することが考えられる

こと」２．「セクハラ・性暴力等の行為者に対する懲戒処分について、具体的な行為の内容とそれに相当する処分の内

容を対応させて定め、行為の態様や悪質性、結果の重大性等により処分の量定を区分して、懲戒解雇を含む厳正な処分

の基準を示すこと等により、懲戒処分の基準を適切に整備すること。」「学生に対するセクハラ・性暴力等も懲戒処分

の対象となることを改めて明記すること。」第3「相談者に対する警察や医療機関等の関係機関の相談窓口の紹介や、
相談への同行により関係機関に適切につなげるなど、学外の関係機関との連携を図るとともに、犯罪の疑いがあると思

われるときには所轄警察署に通報するなどの厳正な対応を行うこと。」

今般、令和５年６月23日に公布された「刑法及び刑事訴訟法の一部を
改正する法律」で性犯罪対策が強化されています.大学におけるセクハ
ラ・性暴力等への厳正な対処等を推進する観点から、セクハラ・性暴

力等のうち「性暴力等」に該当する行為を明確化した上で、セクハ

ラ・性暴力等の行為者に対する厳正な対処に関する学内規則の整備等

について、参考としていただきたい事項を下記のとおりまとめまし

た。　　　　　（構成）第１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳正な
対処に関する学内規則の整備　１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳
正な対処に係る方針等の明記及び周知、２ セクハラ・性暴力等の行為
者に対する懲戒処分基準の整備、３ セクハラ・性暴力等の行為者に対
する懲戒処分の公表　第２ 教員採用段階における学生に対するセクハ
ラ・性暴力等を原因とする懲戒処分歴等の確認　第３ 学外の関係機関
との連携

参考１：教育職員等による児童生徒性

暴力等の防止等に関する法律　該当部

分抜粋　別添：大学におけるセクシュ

アルハラスメントを含む性暴力等の防

止に向けた取組状況調査結果（国立大

学）

「セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取

組の更なる推進について（通知）」(５ 文科高第958号)

各国公立大学法人の長、大学を設

置する各地方公共団体の長、各文

部科学大臣所轄学校法人理事長、

大学を設置する各学校設置会社の

代表取締役　殿

文部科学省高等教育局長　池田 貴城

R6(2024).9.13

第１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳正な対処に関する学内規則の整備　１.学内規則において
「セクシュアルハラスメント」と「性暴力等」を区別して定義し、その行為者への厳正な対処の方針や懲戒処分基準を

明記することが考えられること。2. [セクハラ・性暴力等の行為者に対する懲戒処分について、具体的な行
為の内容とそれに相当する処分の内容を対応させて定め、行為の態様や悪質性、結果の重大性等により処分の量定を区

分して、懲戒解雇を含む厳正な処分の基準を示すこと等により、懲戒処分の基準を適切に整備すること。「学生に対す

るセクハラ・性暴力等も懲戒処分の対象となることを改めて明記すること。」第3「相談者に対する警察や医療機関等
の関係機関の相談窓口の紹介や、相談への同行により関係機関に適切につなげるなど、学外の関係機関との連携を図る

とともに、犯罪の疑いがあると思われるときには所轄警察署に通報するなどの厳正な対応を行うこと。」

今般、令和６年６月26日に「こども性暴力防止法」が公布され、学校
設置者等及び民間教育保育事業者が教員等及び教育保育等従事者によ

る児童対象性暴力等の防止等の措置をが義務化されることとなりまし

た。政府全体としても、「性犯罪・性暴力対策の」令和５年度から７

年度までを「更なる集中強化期間」と位置づけ継続的に性犯罪・性暴

力対策の強化に取り組んでいるところです。大学においても従来から

お示ししていることではありますが、セクハラ・性暴力等のうち「性

暴力等」に該当する行為を明確化した上で、セクハラ・性暴力等の行

為者に対する厳正な対処に関する学内規則の整備等の一層の推進を

（構成）第１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳正な対処に関する学
内規則の整備　１ セクハラ・性暴力等の行為者への厳正な対処に係る
方針等の明記及び周知 第２ 教員採用段階における学生に対するセク
ハラ・性暴力等を原因とする懲戒処分歴等の確認　第３ 学外の関係機
関との連携

参考１：教育職員等による児童生徒性

暴力等の防止等に関する法律　該当部

分抜粋、参考２：同法基本方針、別添

１：取組状況調査結果（公立大学対

象）別添２：取組状況調査結果（私立

大学対象）

「セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取

組のより一層の推進について（通知）」（６ 文科高第955号）

各国公立大学法人の長、大学を設

置する各地方公共団体の長、各文

部科学大臣所轄学校法人理事長、

大学を設置する各学校設置会社の

代表取締役　殿

文部科学省高等教育局長　伊藤 学司


